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○
金
融
庁
告
示
第
三
十
六
号

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
二
百
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
得
税
法
（

昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
七
十
六
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
契
約
の
内
容
を
主
た
る
内
容
と
す
る
保
険
契
約
と
し

て
金
融
庁
長
官
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

金
融
庁
長
官

三
國
谷
勝
範

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

組
込
型
保
険
契
約

所
得
税
法
第
七
十
六
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
契
約
の
内
容
と
同
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る

契
約
の
内
容
と
が
一
体
と
な
っ
て
効
力
を
有
す
る
一
の
保
険
契
約
を
い
う
。

二

入
院
給
付
日
額

治
療
を
直
接
の
目
的
と
し
て
被
保
険
者
が
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
し
た
こ
と
に
関
し
支
払
わ
れ
る

一
日
当
た
り
の
保
険
金
又
は
給
付
金
の
額
を
い
う
。

三

保
険
料
積
立
金

保
険
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
六
十
三
条
及
び
第
九
十
二
条
に
定
め
る
保
険
料
積
立
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金
を
い
う
。

（
介
護
医
療
保
険
契
約
等
を
主
た
る
内
容
と
す
る
保
険
契
約
の
範
囲
）

第
二
条

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
所
得
税
法
第
七
十
六
条
第
七
項
第
一
号
に
掲

げ
る
契
約
の
内
容
を
主
た
る
内
容
と
す
る
保
険
契
約
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
は
、
組
込

型
保
険
契
約
（
人
の
生
存
に
関
し
一
定
額
の
保
険
金
又
は
給
付
金
を
支
払
う
保
険
契
約
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
保
険
契

約
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
死
亡
保
険
金
又
は
死
亡
給
付
金
の
額
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
保
険
契
約
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
入
院
給
付
日
額
の
百
倍
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
す
る
も
の
（
入
院
の
原
因
と

な
る
事
由
を
制
限
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

そ
の
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
積
立
金
の
額
又
は
保
険
契
約
者
が
既
に
支
払
っ
た
そ
の
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
の
累

計
額
の
い
ず
れ
か
大
き
い
額
を
限
度
と
す
る
も
の

三

が
ん
に
罹
患
し
た
こ
と
又
は
常
時
の
介
護
を
要
す
る
身
体
の
状
態
に
な
っ
た
こ
と
に
基
因
し
て
そ
の
保
険
契
約
に
お
い

て
支
払
わ
れ
る
保
険
金
又
は
給
付
金
の
額
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
す
る
も
の


